
山形県国民保護協議会（平成１８年度）議事概要 

 

◎日  時   平成１９年３月１９日（月）午後２時３０分～３時１５分 

 

◎場  所   山形県庁 ２階 講堂 

 

◎出 席 者   山形県国民保護協議会委員（７５名中６５名(うち代理３５名)） 

 

 

◎次  第 

 １ 開会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議事 

 （１）平成１８年度取組み状況について（報告） 

 （２）平成１９年度の国民保護対策の取組みについて 

 （３）意見交換 

 ４ 閉会 

 

◎議事概要 

（１）平成１８年度取組み状況について（報告） 

  【平成１８年度取組み状況（報告）について説明】 

  ○「平成１８年度取組み状況（報告）について、資料１－１、１－２、１－３に基づ

いて事務局から説明を行った。 

 

  【質疑応答】 

（委員）資料１－１業務計画を作成済みの指定地方公共機関は何社でしたでしょうか。 

（事務局）１４社です。資料では１３になっていますが、その後、資料作成後に１社

増えまして、１４社になってございます。大変失礼いたしました。 

 

（委員）パンフレットの第１頁の表紙のところですが、民間防衛団体という表記があ

りますけれども、これについて具体的に説明していただけますでしょうか。 

（事務局）具体的には、自主防災組織、あるいは消防団というような団体が想定され

ます。 

（委員）その際、ジュネーブ条約の第一追加議定書に、民間団体と軍の兵士との区別

をするように書いてありますが、その辺はいかがでしょうか。 

（事務局）軍を除く団体がこれを適用するというように考えてございますが、これに

ついては、特殊標章は県で管理して指定地方公共機関に交付し、例えば輸送事業者

の車両にこの旗を付ける、あるいは標章を付けるというような区別となると思いま

す。 

（委員）すると、自衛隊は全く関与しないということでしょうか。 

（事務局）自衛隊に関わる方々は、これは付けられないと思います。赤十字などと同

じような理屈になってございます。 

 



（委員）避難所や避難する場合に自衛隊が関与するというように計画ではなっている

と思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

（事務局）自衛隊の方が避難誘導する場合にということですね。 

（委員）そうです。 

（事務局）大変申し訳ございませんでした。未だ、よく理解できていないところです

ので、後で消防庁に確認し、回答申し上げるようにします。 

 

 

（２）平成１９年度の国民保護対策の取組みについて 

  【平成１９年度の国民保護対策の取組みについて説明】 

  ○「平成１９年度の国民保護対策の取組みについて、資料２に基づいて事務局から説

明を行った。 

 

  【質疑応答】 

   特になし 

 

（３）意見交換 

  【質疑応答、意見等】 

（委員）以前報道されたのですが、長崎市で国民保護計画を作る際に、核攻撃に際し

て避難というのは非現実的だということで、計画書からその文言を削除したという

ようなことだったので問い合わせたところ、資料を送ってくださいまして、ここに

あるのですけれども、その点につきまして、県でも御研究されていると思うのです

が、何か見解がありましたらお聞かせいただきたいのですが。 

（事務局）具体的に検討というものではないのですが、マニュアルの56頁の「避難の

指示における武力攻撃事態類型別の留意事項」の中で、ＮＢＣ攻撃の場合というこ

とで載せてはございますが、果たして現実的記述かどうかということで、国の基本

方針に記載されている留意事項をここに載せているわけですが、57頁の核攻撃の場

合の留意事項ということで、「①核爆発に伴う熱線、爆風による直接の被害を受け

た爆心地周辺から直ちに離れ、地下施設等の避難や、安定ヨウ素剤等の服用等によ

り内部被曝の低減に努める必要がある。一定時間経過後、放射線の影響を受けない

地域に避難させるものとする。」と、まだこの程度しか国の方でも対応が進んでい

ないというのが実態であろうと考えているところでございます。 

 

（委員）直接、国民保護とは関わりないのですが、今、論議されているよりももっと

必要なものが出てきます。新型インフルエンザです。実際に起こってみないとわか

らないというのが実情で、山形県としてはどのようにお考えかお聞かせください。 

（県）新型インフルエンザにつきましては、国のマニュアルを踏まえまして、国内で

発生した段階に対応するマニュアルを昨年末に作ったところですが、その後、１月

に、国の方で、非常に大量に感染する事態となる可能性が高いことから、どう対応

するかということで検討に入っております。そういった点も踏まえて、感染が広が

った段階での対応について、このマニュアルを検討しているところでございます。

これについては、未知の分野でございますので、国の対応状況等も勘案しながら、

現在の実情に応じた、具体的に対応できるマニュアル作りに向けて努力していると

ころです。 


